
平成２７年９月１日 

 

会 員 各位 

（一社）滋賀県トラック協会 

 会 長  田 中  亨 

 

平成２７年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会事業運営につきましてご理解ご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記運動の実施について、平成２７年７月３０日付け国土交通省自動車局長通

達（別添1）を受け、下記のとおり全日本トラック協会長から傘下会員に対し、本運動の

周知と推進方の通知がありましたのでご案内申し上げます。 

 つきましては、ご多忙の中誠に恐縮ですが、運動の趣旨をご理解いいただきますとと

もに、運動の推進にご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。    敬具 

 

記 

全ト協発第２７８号(環) 

平成２７年 ８月２４日 

各都道府県トラック協会会長 殿 

公益社団法人 全日本トラック協会 

  会  長  星 野 良 三 

 

平成２７年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について 

 

 平素は当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 今般、国土交通省自動車局長より、別添１のとおり自動車点検整備推進運動の実施について

（依頼）の通達がありました。当協会は、自動車点検整備推進協議会から脱退しておりますが、

平成２４年度から別添２のとおり「トラック運送業界における点検整備推進運動」実施要領を

定め、独自の取り組みを推進しております。 

 つきましては、貴協会におかれましても本趣旨をご理解の上、下記により傘下会員事業者に

周知徹底をお願いするとともに、本運動の推進にご協力いただきたくよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１．「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について 

 (1) 別添１は、国土交通省から全ト協宛の協力要請通知です。 

 (2) 別添２は、国土交通省からの要請を受けて、トラック運送業界独自の取り組みをまとめ

た「トラック運送業界における点検整備推進運動」実施要領です。各協会におかれまして

は、別添２の実施要領に基づき、積極的な運動を実施するようお願い致します。 

     

２．実施結果の報告 

  各協会の実施結果及び会員事業者における１０月の自主点検・整備の実施状況については、

については、それぞれ別添３-１、３-２（省略）の報告書様式により、１１月１３日（金）

までに全ト協交通・環境部宛ご提出いただきますようお願い致します。 

 



 

別 添 ２ 

 

平成２７年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」 

実 施 要 領 

 

 

平成２７年 ８月２４日 

（公社）全日本トラック協会 

第１．目的 

トラック輸送は、今や国民の生活や経済に不可欠な存在である。一方、トラックによ

る交通事故は重大事故に繋がることが多く、特に、車輪脱落事故や不具合等による事故

防止をはじめ、環境面においても排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が

求められている。 

また、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているが、そ

の実施状況は必ずしも十分とは言えず、不正改造の防止とともに、確実な点検整備の実

施を徹底して行く必要がある。 

このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を目指して、各都道府県ト

ラック協会の協力のもと、全国的に「トラック運送業界における点検整備推進運動」を

展開する。 

 

第２．実施期間 

  本運動は１年を通じて実施するものとするが、平成２７年９月１日（火）から１０月

３１日（土）までの２ヶ月間を「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、特に重点を

おいて実施する。 

 

第３．実施内容と周知方策 

 １．重点実施項目 

 (1)「大型自動車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発」 

機関誌（紙）やホームページ等を活用し、大型トラックのホイールの取付状態や

燃料装置等の重点箇所に係る点検の実施を周知する。 

 

（重点点検項目） 

       点検時期 

点検箇所 
３ヶ月点検 １２ヶ月点検 

タイヤの状態 同左 走行装置 ホイール 

ホイール・ナット及びホ

イール・ボルトの緩み 

ホイール・ナット及びホ

イール・ボルトの損傷 

原動機 燃料装置 燃料もれ 同左 

電気装置 電気配線 接続部の緩み及び損傷 同左 

制動装置 ホース及び

パイプ 

漏れ、損傷及び取付状態 同左 



 

 

 

 (2)「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施に関する啓発」 

       黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、

燃料噴射ポンプ等の点検・整備の自主的な実施について周知する。 

 (3)「ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）等の後処理装置付き車の正しい使用方法に関する啓発」 

確実な定期点検の実施、ＤＰＦに堆積したアッシュ（灰分）の定期的な点検・清

掃、低硫黄軽油（Ｓ１０）の使用、メーカー指定のエンジンオイルの使用等、ＤＰ

Ｆ装着車両の正しい使用方法についての周知を図る。 

 

２．周知方策 

(1) 全ト協において、全ト協機関紙「広報とらっく」及びホームページ等により、本運
動の周知を図る。 

(2) 各都道府県トラック協会において、ホームページ及び機関誌（紙）等を活用し、全
会員事業者等へ周知を図る。 

(3) 地方適正化事業実施機関における事業者巡回指導の際に、各事業所へ本運動の啓
発・指導を実施する。 

(4) 業界紙等に本運動の広告を掲載する。 
(5) ＴＢＳラジオ系列「ドライバーズ・リクエスト」のＣＭを活用し、ＰＲを行う。 
 

第４．各都道府県トラック協会へのお願い 

(1) 本実施要領を参考に、各都道府県トラック協会独自の取り組みを含めて実施計画を
策定し、積極的に運動を実施するようにお願いします。 

(2) 各都道府県トラック協会の実施結果については、別添３-１の様式（省略）により全
ト協交通・環境部まで提出するようお願いします。 

(3) 「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施」については、会員事業
者における１０月の実施状況をとりまとめ、別添３-２の様式（追って案内）により

全ト協交通・環境部までご報告下さい。 

(4) 上記(2)(3)の提出期限は１１月１３日（金）までといたします。 
以 上 
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平成27年度「自動車点検整備推進運動」実施要領 

  

平 成 ２７ 年 ７ 月 

国 土 交 通 省 自 動 車 局 

 

第1  目      的 

自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、十分に定着した移

動手段となっている。一方、我が国の交通事故の発生件数は、依然として厳しい状況

にあり、大型車の車輪脱落事故や車両火災事故の防止を含む自動車の不具合による事

故を減らすことが求められているとともに、環境面においても、排出ガスによる大気

汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっている。 

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図るこ

とを目的として、自動車の点検・整備（日常点検、定期点検及びその結果必要となる

整備をいう。以下同じ。）の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザ

ーに十分理解されておらず、その実施状況は十分ではない。 

また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれ

ば、車輪脱落事故や車両火災事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り組み

も必要である。 

以上のことから、「不正改造車を排除する運動」と連携を図りつつ、自動車関係団

体等の協力を得て、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開することにより、自

動車ユーザーに適切な点検・整備の実施の必要性を理解してもらうとともに、大型車

のユーザーにあっては、ホイールの取付状態や燃料装置等について、より確実な点検

整備の実施を求めることとする。 

 

第2  実 施 機 関        

国土交通省、自動車関係30団体（別紙1）で構成する「自動車点検整備推進協議会」

（以下「協議会」という。）及び自動車関係14団体（別紙２）で構成する「大型車の

車輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会」（以下「連絡会」という。）が中心と

なって、内閣府、警察庁及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車

検査協会及び独立行政法人自動車事故対策機構の協力のもとに本運動を実施する。 

 

第3  実 施 期 間        

本運動は、１年を通して実施するものとするが、平成27年９月１日（火）から10月3

1日（土）までの２ヶ月間を「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、特に重点を置

いて実施することとする。 

 

第4 重点実施事項 

本運動は、「不正改造車を排除する運動」との連携を図りつつ、広報用ポスター、

チラシ等を用いたPR等を行うこととし、特に「自動車点検整備推進運動強化月間」に

は、下記1.の重点事項を目的とした2.の事項を実施する。 
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1．重点項目 

(1) 点検・整備の必要性の啓発（女性、10代から30代の自動車ユーザー、長期使

用車両の自動車ユーザーに重点を置く。） 

(2) 大型車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発 

(3) エコ整備（点検・整備によるCO2削減効果をいう。以下同じ。）の積極的な啓

発 

 

2．実施事項 

(1) 自動車の点検・整備を推進するためのイベント等の実施【主な目的：1.(1)

(3)】 

① ｢自動車点検整備推進運動強化月間｣の開始を告知するための記者発表を皮切

りに、全国各地において｢自動車点検整備推進運動強化月間｣関連のイベントを開

催する。 

② イベントの開催にあたり、ラジオ・雑誌等による広報を行うとともに、マス

コミに対しても積極的にPRを行い、マスコミに取り上げられることを通じてイベ

ントに参加しない自動車ユーザーにもイベントの効果が波及するよう努める。 

③ 各イベントにおいては、次回自動車点検整備推進運動の企画・立案に活用す

るため、参加者を対象とした全国統一様式のアンケート調査を実施する。 

④ 幅広く点検・整備に対する意識調査を実施するため、インターネットを活用

したアンケート調査を実施する。 

 

(2) 総合的な広報・啓発活動の実施【主な目的：1.(1)(2)(3)】 

① 協議会及び連絡会と協力し、大型車を含めた自動車ユーザーに対し、ポスタ

ー・チラシ等を用いた広報活動を実施する。なお、一般の自動車ユーザーを対象

としたポスター・チラシ等については、女性や10代から30代の記憶に残るような

デザインとすることをコンセプトに作成していることを踏まえ、週末のイベント

等に参加した女性や10代から30代の自動車ユーザーへ積極的に展開するよう努め

る。 

② 国土交通省、協議会及び連絡会の各団体が保有する車両の点検整備の実施を

図る。また、その所属職員に対し、庁舎・営業所等における館内放送、イントラ

ネット等によって、マイカーの点検・整備の励行を呼びかけるとともに、友人や

家族にも所属職員から点検・整備の励行を呼びかけるよう依頼する。 

 

(3) 重点点検の実施【主な目的：1.(1)(2)】 

大型車については、国土交通省が選定するホイールの取付状態や燃料装置等の

重点箇所に係る点検を実施するとともに、運送事業用の車両について、黒煙濃度

の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料

ポンプ等の点検整備を実施する。特に今年度は、平成26年４月に行ったプレス資

料「ホイール・ボルト折損による大型車の車輪脱落事故が増加しています！」等

を活用し、タイヤ・ホイールの確実な点検・整備について注意喚起を実施する。

また、バス事業者に対しては、平成24年３月に行ったプレス資料「事業用バス火
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災事故の分析と防止に向けた対策について」等を活用し、注意喚起する。 

 

(4) 講習や無料点検等の実施【主な目的：1.(1)(3)】 

点検・整備に関する実技講習や無料点検を実施するとともに、点検・整備を怠

った場合の不具合事例、事故事例（平成24年７月に行ったプレス資料「エンジン

オイルの劣化による車両火災防止に向けた対策について」、平成25年12月に行っ

たプレス資料「ブレーキ装置のメンテナンスにより事故を未然に防ぎましょう」

等を活用。）及び経済的負担事例に加えてエコ整備などを説明する講習会やマイ

カー相談等を実施し、自動車ユーザーの保守管理意識の高揚を図る。 

(5) 出前講座等の実施【主な目的：1.(1)(3)】 

協議会などの自動車関係団体の協力を得つつ自動車専門学校等に赴き、日常点

検等の実施方法、点検・整備を怠った場合の不具合事例、事故事例（平成24年７

月に行ったプレス資料「エンジンオイルの劣化による車両火災防止に向けた対策

について」、平成25年12月に行ったプレス資料「ブレーキ装置のメンテナンスに

より事故を未然に防ぎましょう」等を活用。）及び経済的負担事例に加えてエコ

整備などを説明する出前講座を行うよう努める。 

また、自動車教習所や運転免許センターに対しては、その機関に指導教員とし

て所属する職員に対し、強化月間中であることも踏まえつつ、学科教本の中に記

載されている点検整備の必要性と方法について、特に強力に指導を行ってほしい

旨を伝えるなど、積極的な働きかけを行うよう努める。 

 

(6) 不正改造車ユーザーへの警告【主な目的：1.(1)(2)】 

「不正改造車を排除する運動」の一環として設置した「不正改造車・黒煙110

番」に寄せられた情報を基に、自動車ユーザーに対し、警告ハガキを送付する。 

 

(7) 黒煙の排出量の多い自動車ユーザーへの点検・整備の啓発【主な目的：1.(1)

(2)】 

「不正改造車を排除する運動」の一環として設置した「不正改造車・黒煙110

番」に寄せられた情報を基に、自動車ユーザーに対し、点検・整備を促すハガキ

を送付し、点検・整備の重要性を啓発する。 

また、整備事業に入庫した一般整備車両に対しては自動車ユーザーの理解を得

て黒煙濃度の測定、エア・クリーナ・エレメント等の点検・整備等を実施する。 

 

(8) 公用車の点検整備【主な目的：1.(1)】 

国土交通省、他省庁、地方自治体が保有する公用車について、点検・整備の実

施状況等を把握するとともに、確実な予算の確保と執行を含めた、適切な点検・

整備の励行を図る。 

 

(9) 自家用自動車及び事業用自動車等の定期点検整備の推進【主な目的：1.(1)

(2)】 

前検査を受検した自動車ユーザーについて、定期点検の実施を呼びかけるとと
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もに、ハガキによる定期点検の実施状況調査を拡充する。 

また、前検査を行った事業者又は行おうとする事業者等（自家用大型貨物車の

使用者を含む。）について、定期点検の実施状況の確認を強化し、定期点検の確

実な励行を指導する。 

  

(10) 整備不良等に起因する事故等防止の啓発【主な目的：1.(1)(2)】 

エンジンオイルの劣化、オイルフィルタの誤った取付け、ブレーキペダルの戻

り不良による車両火災事故、ブレーキ液やブレーキホースの劣化による車両事

故、バッテリの爆発事故等を防止するため、整備管理者研修等を通じてこれらの

事故の情報を展開し、適切な点検・整備励行を呼びかける。 

また、整備管理者研修においては、ＤＰＦ（黒煙除去フィルタ）等の後処理装

置付き車の正しい使用方法についても周知する。 

 

第5 実 施 運 営        

 1．国土交通省自動車局は、地方運輸局及び内閣府沖縄総合事務局（以下「地方運輸

局等」という。）に対して、本運動の実施等について指示するほか、協議会及び連

絡会構成団体等に対して本運動の趣旨、実施事項等を通知する。 

2．地方運輸局等は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、本運動を推進すると

ともに、協議会の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知す

る。 

 

第6  報 告        

 1．地方運輸局等は、本運動の強化月間中の取り組みについて、その実施結果を平成

27年11月末までに国土交通省自動車局に報告する。 

 2．協議会及び連絡会構成団体等は、強化月間終了後、平成27年11月末までに実施結

果を取りまとめ、国土交通省自動車局に報告する。 
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別紙1 

 

自動車点検整備推進協議会構成団体 

         <順不同 > 

 

１．一般社団法人  日本自動車整備振興会連合会（事務局） 

２．一般社団法人  日本自動車工業会 

３．一般社団法人  日本自動車販売協会連合会 

４．一般社団法人  日本中古自動車販売協会連合会 

５．一般社団法人  全国軽自動車協会連合会 

６．日本自動車輸入組合 

７．一般社団法人  日本自動車連盟 

８．一般社団法人  全国自家用自動車協会 

９．公益社団法人  日本バス協会 

10．一般社団法人  全国ハイヤー・タクシー連合会  

11．一般社団法人  全国レンタカー協会 

12．一般社団法人  日本自動車タイヤ協会 

13．全国石油商業組合連合会 

14．一般財団法人  自動車検査登録情報協会 

15．公益財団法人  日本自動車教育振興財団 

16．一般社団法人  日本損害保険協会 

17．全国共済農業協同組合連合会 

18．全国労働者共済生活協同組合連合会 

19．一般社団法人  日本自動車部品工業会 

20．全日本自動車部品卸商協同組合  

21．全国自動車電装品整備商工組合連合会 

22．一般社団法人  自動車用品小売業協会 

23．一般社団法人  電池工業会 

24．全国ディーゼルポンプ振興会連合会 

25．日本自動車車体整備協同組合連合会 

26．全国タイヤ商工協同組合連合会 

27．一般社団法人  日本自動車車体工業会 

28．全国自動車部品販売店連合会 

29．日本自動車部品協会 

30. 全国オートバイ協同組合連合会 



（別添） 
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別紙2 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策に係る啓発活動連絡会構成団体 

          <順不同 > 

 

１．一般社団法人  日本自動車工業会 

（いすゞ自動車(株)、UDトラックス(株)、日野自動車(株)、三菱ふそうトラッ

ク・バス（株）） 

２．公益社団法人  全日本トラック協会 

３．公益社団法人  日本バス協会  

４．一般社団法人  全国自家用自動車協会 

５．一般社団法人  日本自動車整備振興会連合会 

６．一般社団法人  日本自動車販売協会連合会 

７．全国タイヤ商工協同組合連合会 

８．一般社団法人  日本自動車タイヤ協会 

９．全国石油商業組合連合会 

10．一般社団法人  日本自動車車体工業会 

11．日本自動車輸入組合 

12．一般社団法人  日本自動車機械工具協会 

13．一般社団法人  日本自動車機械器具工業会 

14．一般社団法人  自動車用品小売業協会 

 

 


